
警察庁の委託事業であるインター
ネット・ホットラインセンター（Ｉ
ＨＣ）では、インターネット上の違
法・有害情報に関する通報を受理し、
ガイドラインに基づいて該当性の判
断を⾏い、警察への通報やサイト管
理者等への送信防⽌措置（削除等）
を依頼します。

殺⼈・爆破予告、⾃殺予告等の⼈命に関わる事案は
警察に通報（緊急を要するものは110番）してください。

l IHCについて l 通報のしくみ

IHC

インターネット・ホットラインセンター
https://www.internethotline.jp/

こんな違法・有害情報を見つけたら！

通報


